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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第53期

第３四半期
連結累計期間

第54期
第３四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年12月31日

自2020年４月１日
至2020年12月31日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （百万円） 109,796 103,340 141,010

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △2,092 936 △6,609

親会社株主に帰属する

四半期純利益又は親会社株主に

帰属する四半期（当期）純損失

（△）

（百万円） △5,222 27 △12,571

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △5,335 385 △12,764

純資産額 （百万円） 10,843 3,800 3,414

総資産額 （百万円） 79,108 65,589 61,419

１株当たり四半期純利益金

額又は四半期（当期）純損失金

額（△）

（円） △270.69 1.41 △651.55

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － 1.41 －

自己資本比率 （％） 13.5 5.5 5.3

 

回次
第53期

第３四半期
連結会計期間

第54期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2019年10月１日
至2019年12月31日

自2020年10月１日
至2020年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

又は四半期純損失金額(△）
（円） △104.70 20.12

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第53期第３四半期連結累計期間及び第53期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、潜在株式が存在するものの１株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。

４．第54期第１四半期連結累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、

比較を容易にするために、第53期第３四半期連結累計期間及び第53期についても、金額の表示単位を千円単

位から百万円単位に変更しております。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」から、重要な変

更があった事項は以下のとおりであります。

（事業の継続性に重要な疑義を生じさせるような状況について）

当社グループにおいては、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴う費用支出が発生すると

ともに、当社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手元流動性が低下して

いる状況にあったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。

当該状況を解消すべく、当社は、2020年11月27日付にて産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以下

「事業再生ＡＤＲ手続」といいます。）の申込みを行い、当社にて策定した事業再生計画案について、2021年１月18

日の債権者会議にて全ての取引金融機関から同意をいただき、事業再生ＡＤＲ手続が成立いたしました。事業再生Ａ

ＤＲ手続の成立により、短期的な借入条件変更を反復する状態が終息し、事業再生計画の期間に亘り、全ての取引金

融機関からの対象債務に対して、一定の借入金元本残高の維持をしつつ返済期間を長期化する本計画に従った内容に

て既存の金銭消費貸借契約等の条件変更が実施されました。

以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は解消いたしました。

なお、増資手続につきましては、所定の手続を経たのちに実施されるため、当第３四半期会計期間末における当社

（提出会社）の財政状態は債務超過の状態であります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、引き続き新型コロナウィルス感染症の世界的な

流行により、一部拠点の一時稼働停止や、顧客生産拠点の稼働停止をうけた受注減少、電子部品の入手困難による

一部製品の出荷遅れ等の影響を受けたものの、当第３四半期連結会計期間の売上高は当第２四半期連結会計期間比

で11.9%の増加、前第３四半期連結累計期間比では5.9%減少となり、不透明な状況は継続していますが、回復の兆

しが見られます。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,033億40百万円（前年同期比5.9％減）となりました。損

益面においては、営業利益は10億25百万円（前年同期は14億50百万円の営業損失）、経常利益は９億36百万円（前

年同期は20億92百万円の経常損失)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期に特別損失として

計上した過年度決算訂正関連費用などの特殊要因がなくなったことから、27百万円（前年同期は52億22百万円の親

会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

 

当社グループは、ＥＭＳ事業とその他の事業を営んでおりますが、ほとんどがＥＭＳ事業のため、セグメント

情報の記載を省略しております。

なお、ＥＭＳ事業の製品分野別の売上高とその他の事業の売上高は以下のとおりであります。売上高の金額に

ついては、連結相殺消去後の数値を記載しております。

① ＥＭＳ事業

当社グループの主たる事業であるＥＭＳ事業の売上高は1,028億１百万円（前年同期比5.9％減）となりまし

た。製品分野別の業績の概況は次のとおりであります。

（車載機器）

重要保安部品の電動車向けパワーコントロール製品が増加したものの、自動車生産台数の大幅な減少や生産調

整の影響を受け、売上高は535億15百万円（前年同期比0.1％減）となりました。

（産業機器）

サーバ、ストレージ、ネットワーク機器、新製品の取り扱い等が寄与したものの、中国市場向けFA機器の減少

等により、売上高は243億82百万円（前年同期比7.9％減）となりました。

（ＯＡ機器）

主要顧客別の増減はあったものの、売上高は210億19百万円（前年同期比0.8％減）となりました。
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（コンシューマー製品）

日系既存顧客からの受注減少により、売上高は18億60百万円（前年同期比50.5％減）となりました。

（情報通信機器）

光ピックアップが主な製品であり、売上高は８億89百万円（前年同期比66.1％減）となりました。

（その他）

アミューズメント機器が主な製品であり、売上高億は11億34百万円（前年同期比31.4％減）となりました。

② その他の事業

人材派遣業は好調に推移し、売上高は５億38百万円（前年同期比6.2％増）となりました。

（2）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は655億89百万円（前連結会計年度末比6.8％増）となりました。

これは主に、現金及び預金、売掛金の増加、たな卸資産の減少によるものであります。

負債につきましては、617億89百万円（前連結会計年度末比6.5％増）となりました。これは主に、買掛金及び

短期借入金の増加によるものであります。

純資産につきましては、38億円（前連結会計年度末比11.3％増）となりました。これは主に、利益剰余金及び

為替換算調整勘定の増加によるものであります。

（3）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等についての重要な変

更はありません。

（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

継続企業の前提に関する重要な不確実性が解消したことに伴い、「継続企業の前提に関する事項」の記載は

不要になりましたが、事業再生計画の達成に向けて、継続的に体制強化、内部統制強化を進めてまいります。

（5）研究開発活動

該当事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

（第三者割当による優先株式の発行に係る引受契約の締結）

 当社は、2020年11月27日開催の取締役会において、第三者割当の方法により株式会社みずほ銀行に対して総額70

億円のA種優先株式を発行すること（以下「本優先株式第三者割当増資」といいます。）を決議し、同日付で、株式

会社みずほ銀行との間で、優先株式引受契約（「本優先株式引受契約」といいます。）を締結いたしました。

なお、本優先株式引受契約に基づく本優先株式第三者割当増資の内容は、「第４ 経理の状況、１ 四半期連結財務

諸表、注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

 

（資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式の発行に係る出資契約の締結）

当社は、2020年11月27日開催の取締役会において、第三者割当の方法により株式会社豊田自動織機、アイシン精機

株式会社及び株式会社ネクスティエレクトロニクスに対して総額約45億円の普通株式を発行すること（以下「本新株

式第三者割当増資」といいます。）を決議し、同日付で、株式会社豊田自動織機との間で資本業務提携契約（以下

「本資本業務提携契約」といいます。）を更新し、また、アイシン精機株式会社及び株式会社ネクスティエレクトロ

ニクスとの間で、それぞれ出資契約（以下、併せて「本出資契約」と総称します。）を締結いたしました。

なお、本資本業務提携契約及び本出資契約に基づく本新株式第三者割当増資の内容は、「第４ 経理の状況、１ 四

半期連結財務諸表、注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

 

（再建協力に関する合意書の締結）

当社は、2020年11月27日付で、当社の主要株主である筆頭株主のS・ウチヤマ・ホールディングス有限会社並びに

当社の株主であるH・ウチヤマ・ホールディングス有限会社及びO・ウチヤマ・ホールディングス有限会社と再建協力

に関する合意書を締結し、会社法第155条第13号・会社法施行規則第27条第１号に基づき、当該３社が保有する当社

の普通株式の大半（S・ウチヤマ・ホールディングス有限会社についてはその保有株式数の80％、H・ウチヤマ・ホー

ルディングス有限会社及びO・ウチヤマ・ホールディングス有限会社については各保有株式数の50％）を無償で取得

することを合意いたしました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 54,000,000

計 54,000,000

(注)　2021年２月10日開催の臨時株主総会決議により、新たな種類の株式としてA種優先株式を追加するとともに普通株

式の発行可能種類株式総数を増加する定款の一部変更を行いました。変更の結果、発行可能種類株式総数は普通株

式77,173,720株、A種優先株式7,000株となり、発行可能株式総数は同日付で23,180,720株増加し、77,180,720株と

なっております。

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年12月31日）

提出日現在発行数（株）
(2021年２月15日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 19,295,180 19,295,180
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は100株

であります。

計 19,295,180 19,295,180 － －

(注)　提出日現在発行数には、2021年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2020年10月１日～

2020年12月31日
－ 19,295,180 － 4,729 － 4,499

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(６)【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2020年12月14日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

    2020年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） (普通株式) 19,291,300 192,913 －

単元未満株式 (普通株式) 3,880 － １単元100株未満の株式

発行済株式総数  19,295,180 － －

総株主の議決権  － 192,913 －

（注）単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式47株が含まれております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりま

したが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更しま

した。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第３四半期連結累計期間についても百万円単位に組

替え表示しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,220 6,829

受取手形及び売掛金 17,082 21,556

製品 2,398 2,039

仕掛品 1,135 653

原材料及び貯蔵品 14,186 12,978

その他 2,013 2,454

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 41,037 46,511

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,470 5,106

機械装置及び運搬具（純額） 7,004 6,716

その他（純額） 6,755 6,179

有形固定資産合計 19,229 18,002

無形固定資産 405 332

投資その他の資産 747 742

固定資産合計 20,382 19,077

資産合計 61,419 65,589

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,670 27,980

短期借入金 ※１ 15,160 ※１ 19,380

1年内返済予定の長期借入金 3,792 3,070

未払法人税等 238 198

賞与引当金 552 516

製品保証引当金 442 587

その他 4,371 4,603

流動負債合計 50,228 56,337

固定負債   

長期借入金 5,460 3,236

退職給付に係る負債 1,026 968

その他 1,290 1,246

固定負債合計 7,776 5,451

負債合計 58,004 61,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,729 4,729

資本剰余金 10,472 10,472

利益剰余金 △11,486 △11,458

自己株式 △0 △0

株主資本合計 3,716 3,743

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 △430 △84

退職給付に係る調整累計額 △37 △33

その他の包括利益累計額合計 △468 △118

新株予約権 119 119

非支配株主持分 47 55

純資産合計 3,414 3,800

負債純資産合計 61,419 65,589
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 109,796 103,340

売上原価 105,791 97,308

売上総利益 4,005 6,031

販売費及び一般管理費 5,455 5,006

営業利益又は営業損失（△） △1,450 1,025

営業外収益   

受取利息 54 6

受取配当金 33 1

受取地代家賃 197 198

為替差益 － 160

その他 44 109

営業外収益合計 330 476

営業外費用   

支払利息 646 423

為替差損 110 －

その他 214 141

営業外費用合計 971 565

経常利益又は経常損失（△） △2,092 936

特別利益   

固定資産売却益 1 6

投資有価証券売却益 35 －

退職給付制度移管に係る負担金 ※１ 1,142 －

受取保険金 ※２ 229 ※２ 41

特別利益合計 1,409 48

特別損失   

固定資産売却損 4 5

固定資産除却損 0 9

投資有価証券売却損 60 －

投資有価証券評価損 50 －

減損損失 ※３ 516 ※３ 90

課徴金 － ※４ 396

特別退職金 － ※５ 52

退職給付費用 ※１ 848 －

過年度決算訂正関連費用 2,650 －

災害による損失 ※２ 69 －

上場契約違約金 48 －

特別損失合計 4,249 553

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△4,932 430

法人税等 257 396

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,189 34

非支配株主に帰属する四半期純利益 33 7

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△5,222 27
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,189 34

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 74 －

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △256 346

退職給付に係る調整額 35 4

その他の包括利益合計 △146 351

四半期包括利益 △5,335 385

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,374 377

非支配株主に係る四半期包括利益 38 7
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

 

（追加情報）

会計上の見積りに対する新型コロナウィルス感染症の影響

当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コ

ロナウィルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　※１　当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行（前連結会計年度は７行）と当座貸越契約を締結していま

す。

　　当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

当座貸越極度額 21,543百万円 15,954百万円

借入実行残高 13,487 11,335

差引額 8,055 4,619
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　退職給付債務に係る特別利益および特別損失

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

従来複数事業主により設立された基金が実施する確定給付企業年金制度に加入していた国内連結子会社

は、当該基金を脱退し、2019年7月1日付で単独企業によるリスク分担型企業年金制度を発足させました。

新たに導入されたリスク分担型企業年金では、標準掛金相当額の他に、特別掛金拠出額、リスク対応掛

金拠出額があらかじめ規約に定められており、財政状況に応じて給付額を増減させることによって年金財

政上の均衡を図る制度設計となっております。同国内連結子会社が追加掛金の拠出義務を実質的に負って

いないことから、退職給付に係る会計処理において、当該制度は確定拠出制度に分類され、本制度変更は

退職給付制度の終了に該当いたします。本変更に伴う、終了損失、任意脱退掛金拠出額及び特別掛金の合

計額848百万円を退職給付費用として特別損失に計上しております。

また、上記脱退及びリスク分担型企業年金制度の発足に関連し、同子会社非支配株主との株式譲渡契約

に基づく調整金銭額を最終的に1,142百万円とすることで合意し、同額を退職給付制度移管に係る負担金と

して特別利益に計上しております。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　該当事項はありません。

※２　水害に係る特別損失および特別利益

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

国内連結子会社の拠点は2019年10月に発生した台風19号により被災しました。同拠点の棚卸資産および

固定資産の水没や水濡れによる評価損失、操業停止期間中の固定費、および製造拠点移管のコスト等のう

ち当第３四半期決算日までに発生している部分69百万円を災害による損失として特別損失に計上しており

ます。

また、当該損失に係る損害保険金は、第３四半期報告書提出時点では一部の査定が終了しておりません

が、当第３四半期決算日までに確定している部分229百万円を受取保険金として特別利益に計上しておりま

す。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

2019年10月に発生した台風19号により被災した国内連結子会社の損失に係る損害保険を受領したため、

41百万円を受取保険金として特別利益に計上しております。

※３　減損損失

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

UMC Electronics

(Dongguan) Co., Ltd.（中

国・広東省）

事業用資産

機械装置及び運搬具 336

工具、器具及び備品 2

リース資産 20

ソフトウエア 19

長期前払費用 138

合計  516

 

当社グループは、原則として、事業用資産については工場単位を基準としてグルーピングを行っており

ます。
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市況の変化等に伴う収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（516百万円）として特別損失に計上しました。

回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、鑑定評価額等による売却可能額により評価し

ております。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しま

した。

 

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

UMC Electronics

(Dongguan) Co., Ltd.（中

国・広東省）

事業用資産 機械装置及び運搬具 9

UMC Dongguan Plastics

Co.,Ltd.（中国・広東省）

 

事業用資産 工具、器具及び備品 2

UMC Electronics

Mexico,S.A.de C.V.

（メキシコ・ハリスコ州)

事業用資産 工具、器具及び備品 79

合計  90

 

当社グループは、原則として、事業用資産については個別資産単位を基準としてグルーピングを行ってお

ります。

市況の変化等に伴う収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（90百万円）として特別損失に計上しました。

回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、鑑定評価額等による売却可能額により評価し

ております。

※４　課徴金

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　当社グループは、2019年７月に不適切な会計処理が発覚したため、同年10月28日及び11月28日付で過年

度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。

　その後、証券取引等監視委員会による調査を経て、2021年１月29日付にて、証券取引等監視委員会から

内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第１項の規定に基づき、当社に対する３億96

百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。当公表を受け、同額を特

別損失に計上しております。

※５　特別退職金

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　当社の連結子会社であるUMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.及びUMC Electronics North America,

Inc.の清算手続の一環として、当第３四半期連結会計期間における退職者に対して支払った52百万円を特

別退職金として特別損失に計上しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

減価償却費 2,447百万円 2,188百万円

のれんの償却額 26 26

 

（株主資本等関係）
 
Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 578 30.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

 

　　配当の原資

　配当金は、株主総会決議に基づく手続きにより既に支出しておりますので、配当の原資は利益剰余金の

ままとしております。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

 
 
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

無配のため、記載すべき事項はありません。
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（セグメント情報等）

 【セグメント情報】

　当社グループは、ＥＭＳ事業以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、セグメント情報の記載

は省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

(1)１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失

金額（△）
△270.69円 1.41円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株

主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）
△5,222 27

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（百万円）

△5,222 27

普通株式の期中平均株式数（株） 19,295,153 19,295,141

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 1.41円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万

円）
－ －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（注）　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

（第三者割当によるA種優先株式の発行）

　当社は、2021年２月10日開催の臨時株主総会において、以下の内容で、優先株式を発行することを決議いたし

ました。

 

１．株式の内容

(1) 株式の種類及び数　　　　　　　　　　A種優先株式7,000株

(2) 払込金額　　　　　　　　　　　　　　１株につき1,000,000円

(3) 払込期間　　　　　　　　　　　　　　2021年２月11日から2021年11月26日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２月15日提出日現在、払込みが実施されておりません）

(4) 調達資金の額　　　　　　　　　　　　7,000,000,000円

(5) 増加する資本金及び資本準備金の額　　資本金　　　　3,500,000,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資本準備金　　3,500,000,000円

(6) 割当先　　　　　　　　　　　　　　　株式会社みずほ銀行
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２．第三者割当により優先株式を発行する理由

　資本の増強と有利子負債の圧縮を実現し、当社の早期の財務体質の改善と、それによる当社の中長期的な企業

価値向上を図るため、第三者割当の方法により優先株式を発行することといたしました。

 

 

（第三者割当による普通株式の発行）

　当社は、2021年２月10日開催の臨時株主総会において、以下の内容で、普通株式を発行することを決議いたし

ました。

 

１．株式の内容

(1) 株式の種類及び数　　　　　　　　　　普通株式13,235,296株

(2) 払込金額　　　　　　　　　　　　　　１株につき340円

(3) 払込期間　　　　　　　　　　　　　　2021年２月11日から2021年11月26日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２月15日提出日現在、払込みが実施されておりません）

(4) 調達資金の額　　　　　　　　　　　　4,500,000,640円

(5) 増加する資本金及び資本準備金の額　　資本金　　　　2,250,000,320円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資本準備金　　2,250,000,320円

(6) 割当先　　　　　　　　　　　　　　　第三者割当の方法により、以下の割当先に割り当てます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社豊田自動織機　　　　　　　　8,823,530株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイシン精機株式会社　　　　　　　　2,205,883株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ネクスティエレクトロニクス　2,205,883株

 

２．第三者割当により普通株式を発行する理由

　資本の増強と有利子負債の圧縮を実現し、当社の早期の財務体質の改善と、それによる当社の中長期的な企業

価値向上を図るため、第三者割当の方法により普通株式を発行することといたしました。

 

 

（資本金等の減少と剰余金の処分）

　当社は、2020年12月25日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額を減少することを決議いたしま

した。

(1) 減少する項目及びその額

　　資本金5,750,000,320円

　　資本準備金5,750,000,320円

(2) 増加する項目及びその額

　　その他資本剰余金11,500,000,640円

(3) 効力発生日

　　本第三者割当増資に係る払込日と同日（予定）

(4) 効力発生の条件

　　本第三者割当増資に係る払込みが実施されること

 

　また、2021年２月10日開催の臨時株主総会において、剰余金を処分することを決議いたしました。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

　　その他資本剰余金11,500,000,640円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

　　繰越利益剰余金11,500,000,640円

(3) 効力発生日

　　本第三者割当増資に係る払込日と同日（予定）

(4) 効力発生の条件

　　本第三者割当増資に係る払込みが実施されること
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（事業再生ＡＤＲ手続の成立）

　2021年１月18日付にて、全ての取引金融機関から事業再生計画案に同意いただき、事業再生ＡＤＲ手続が成立

したことを受け、既存の借入金について、以下の変更が実施されました。

 

１．借入条件の変更

　事業再生計画の期間に亘り、全ての取引金融機関からの対象債務に対して、一定の借入金元本残高の維持をし

つつ元本返済期間を長期化する本計画に従った内容にて既存の金銭消費貸借契約等の条件変更が実施されまし

た。

 

２．財務制限条項の消滅

　既存の金銭消費貸借契約に財務制限条項が付されている長期借入金がありましたが、本成立を以って、当条項

は消滅しました。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年２月15日

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 跡部　尚志　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 池田　洋平　　㊞

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユー・エム・

シー・エレクトロニクス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（2020年10月１日から2020年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社及び連結子会社の2020

年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

強調事項

　重要な後発事象（事業再生ＡＤＲ手続の成立）に記載されているとおり、借入条件が変更された。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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